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競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示  

 

令 和 ５ ・ ６ 年 度 に お い て 独 立 行 政 法 人 国 立 印

刷 局 に お け る 競 争 契 約 の 参 加 資 格 を 得 よ う と

す る 者 の 申 請 方 法 等 に つ い て 、次 の と お り 公 示

す る 。  

 

令 和 ４ 年 1 2 月 1 5 日  

独 立 行 政 法 人 国 立 印 刷 局      

 理 事 長  大 津  俊 哉  

 

◎ 調 達 機 関 番 号  5 6 2   ◎ 所 在 地 番 号  1 3  

 

１  契 約 の 種 類 及 び 業 種 の 区 分  

競 争 参 加 資 格 を 得 よ う と す る 者 の 契 約 の

種 類 及 び 調 達 さ れ る サ ー ビ ス の 業 種 の 区 分

は 次 の と お り と す る 。  

 ( 掲 載 の 順 序  契 約 の 種 類 ： 業 種 の 区 分 )  

( 1 )  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 ）  

１ 土 木 一 式 工 事  ２ 建 築 一 式 工 事  

( 2 )  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 以 外 の 工 事 ）  

１ 大 工 工 事  ２ 左 官 工 事  ３ と び ・ 土 工 ・

コ ン ク リ ー ト 工 事  ４ 石 工 事  ５ 屋 根 工 事  

６ 電 気 工 事  ７ 管 工 事  ８ タ イ ル ・ れ ん が ・

ブ ロ ッ ク 工 事  ９ 鋼 構 造 物 工 事  1 0 鉄 筋 工

事  1 1 舗 装 工 事  1 2 し ゅ ん せ つ 工 事  1 3 板

金 工 事  1 4 ガ ラ ス 工 事  1 5 塗 装 工 事  1 6 防

水 工 事  1 7 内 装 仕 上 工 事  1 8 機 械 器 具 設 置

工 事  1 9 熱 絶 縁 工 事  2 0 電 気 通 信 工 事  2 1

造 園 工 事  2 2 さ く 井 工 事  2 3 建 具 工 事  2 4

水 道 施 設 工 事  2 5 消 防 施 設 工 事  2 6 清 掃 施

設 工 事  2 7 解 体 工 事  2 8 そ の 他  

 ( 3 )  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等  

１ 測 量  ２ 建 築 士 事 務 所  ３ 建 設 コ ン サ

ル タ ン ト  ４ 地 質 調 査  ５ 補 償 コ ン サ ル タ
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ン ト  ６ 土 地 家 屋 調 査  ７ 計 量 証 明  ８ そ の

他  

２  申 請 の 時 期  

( 1 )  定 期 の 申 請  

令 和 ４ 年 1 2 月 1 5 日 か ら 令 和 ５ 年 １ 月

3 1 日 ま で （ 当 日 消 印 有 効 ）  

( 2 )  随 時 の 申 請 時 期 は 、 上 記 期 間 以 降 随 時 に

申 請 を 受 け 付 け る が 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

以 降 の 入 札 に 間 に 合 わ な い 場 合 も あ る

の で 、 留 意 す る こ と 。  

３  申 請 の 方 法  

 ( 1 )  申 請 書 の 入 手 方 法  

申 請 書 は 国 立 印 刷 局 所 定 の 「 一 般 競 争

参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 建 設 工 事 ）」 及 び

「 一 般 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 測 量 ・

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ）」 を 国 立 印 刷 局

ホ ー ム ペ ー ジ （ U R L ：  

h t t p s : / / w w w . n p b . g o . j p / j a / g u i d e /  

f i n a n c e / n y u s a t u / s h i k a k u . h t m l ）に ア ク  

セ ス し て 取 得 す る も の と す る 。  

 ( 2 )  申 請 書 の 提 出 方 法  

国 立 印 刷 局 で 付 与 す る 競 争 参 加 資 格

は 、 国 立 印 刷 局 の 全 て の 機 関 に 対 し 有 効

な も の と な る の で 、 次 の と こ ろ へ 郵 送 又

は 宅 配 に よ り 提 出 す る こ と 。  

〒 1 0 5 - 8 4 4 5  東 京 都 港 区 虎 ノ 門 2 - 2 - 5  

独 立 行 政 法 人 国 立 印 刷 局 財 務 部 契 約

課 資 格 審 査 受 付  

電 話 0 3 - 3 5 8 7 - 4 3 0 6 、 0 3 - 3 5 8 7 - 4 5 1 4  

( 3 )  申 請 の 添 付 書 類  

申 請 書 に 次 の 資 格 の 種 類 に 応 じ た 書

類 を 添 付 し て 提 出 す る こ と 。  

な お 、 公 的 機 関 が 発 行 す る 書 類 に つ い

て は 、 申 請 日 か ら ３ か 月 以 内 の も の と す

る （ 内 容 が 鮮 明 で あ れ ば 写 し で も 可 と す
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る 。）。  

イ  建 設 工 事  

( ｲ )  建 設 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 2 4 年 建 設 省

令 第 1 4 号 ） 第 2 1 条 の ４ に 規 定 す る 総 合

評 定 値 通 知 書 の 写 し （ 雇 用 保 険 、 健 康 保

険 又 は 厚 生 年 金 保 険 の 加 入 状 況 が い ず

れ も 「 加 入 」 又 は 「 適 用 除 外 」 と な っ て

い る も の に 限 る 。 た だ し 、 当 該 通 知 書 に

お い て 雇 用 保 険 、 健 康 保 険 又 は 厚 生 年 金

保 険 の 加 入 状 況 が 「 未 加 入 」 で あ っ た 後

に 当 該 保 険 の 加 入 状 況 が「 加 入 」又 は「 適

用 除 外 」 と な っ た も の は 、 総 合 評 定 値 通

知 書 の 写 し の ほ か 、 そ れ ぞ れ の 当 該 事 実

を 証 明 す る 書 類 ）  

( ﾛ )  工 事 経 歴 書  

( ﾊ )  営 業 所 一 覧 表  

( ﾆ )  国 税 通 則 法 施 行 規 則 （ 昭 和 3 7 年 大 蔵

省 令 第 2 8 号 ） 別 紙 第 ９ 号 書 式 納 税 証 明

書（ そ の ３ ）、納 税 証 明 書（ そ の ３ の ２ ）、

納 税 証 明 書 （ そ の ３ の ３ ）（ 以 下 「 納 税

証 明 書 そ の ３ 等 」 と い う 。） 又 は そ の 写

し  

 ( ﾎ )  建 設 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し （ 経 常

建 設 共 同 企 業 体 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

( ﾍ )  適 格 組 合 証 明 書 の 写 し （ 官 公 需 適 格 組

合 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

( ﾄ )  企 業 集 団 及 び 企 業 集 団 に つ い て の 数

値 等 認 定 書 の 写 し （ グ ル ー プ 経 営 事 項 審

査 の 結 果 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

( ﾁ )  企 業 集 団 及 び 企 業 集 団 に 属 す る 建 設

業 者 に つ い て の 数 値 認 定 書 の 写 し （ 持 株

会 社 化 経 営 事 項 審 査 の 結 果 に よ る 場 合

に 限 る 。）  

( ﾘ )  合 併 等 に 係 る 契 約 書 の 写 し （ 合 併 等 に

よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 に よ る 場
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合 に 限 る 。）  

( ﾇ ) 資 格 審 査 結 果 通 知 書 送 付 に 使 用 す る 返

信 用 封 筒 （ 郵 便 切 手 貼 付 、 送 付 先 記 載 の

こ と 。）  

令 和 ３ ・ ４ 年 度 に お い て 競 争 参 加 資 格 の

等 級 決 定 を 受 け て い る 建 設 業 者 で 、 会 社

更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） に 基 づ

く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 及 び 民

事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） に 基

づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 の う

ち 、 更 生 手 続 及 び 再 生 手 続 き （ 以 下 「 更

生 手 続 等 」 と い う 。） の 開 始 の 決 定 以 後 に

再 度 の 競 争 参 加 資 格 の 申 請 を 行 う 者 に つ

い て は 、 次 の ( ﾙ ) ～ ( ﾜ ) の 書 類 を 合 わ せ て

添 付 す る も の と す る 。  

( ﾙ )  更 生 手 続 等 開 始 の 決 定 書 の 写 し  

( ｦ )  貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書  

( ﾜ )  更 生 手 続 等 開 始 の 決 定 時 以 降 に 定 款 、

役 員 等 の 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 変 更

を 証 明 す る 書 類  

ロ  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等  

( ｲ )  測 量 等 実 績 調 書  

( ﾛ )  技 術 者 経 歴 書  

( ﾊ )  営 業 所 一 覧 表  

( ﾆ )  登 記 事 項 証 明 書 又 は そ の 写 し （ 法 人 の

場 合 ）  

( ﾎ )  登 録 証 明 書 等 又 は そ の 写 し （ 各 種 登 録

規 程 等 法 令 に 基 づ き 登 録 等 を 受 け て い

る こ と を 証 明 す る 書 類 ）  

( ﾍ )  納 税 証 明 書 そ の ３ 等 又 は そ の 写 し  

( ﾄ )  財 務 諸 表 類 （ 直 前 1 年 度 分 ）  

( ﾁ )  資 格 審 査 結 果 通 知 書 送 付 に 使 用 す る

返 信 用 封 筒 （ 定 型 郵 便 物 仕 様 で 郵 便 切 手

貼 付 、 送 付 先 記 載 の こ と 。）  

［ 注 ］  
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申 請 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 書 類 を も っ て ( ﾆ ) 及 び

( ﾎ ) に 掲 げ る 書 類 並 び に ( ﾛ ) 及 び ( ﾄ ) に 掲

げ る 書 類 又 は こ れ ら に 準 ず る 書 類 に 代 え

る こ と が で き る 。  

イ  測 量 業 者 （ 測 量 法 （ 昭 和 2 4 年 法 律 第

1 8 8 号 ） 第 5 5 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 測 量 業 者 と し て 登 録 を 受 け た 者 を い

う 。）  

測 量 法 第 5 5 条 の ８ に 規 定 す る 書 類

の 写 し  

ロ  建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者（ 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程（ 昭 和 5 2 年 建 設

省 告 示 第 7 1 7 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 登 録 簿 に 登 録 を 受 け た 者 を い う 。）  

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し  

ハ  地 質 調 査 登 録 業 者（ 地 質 調 査 業 者 登 録

規 程 （ 昭 和 5 2 年 建 設 省 告 示 第 7 1 8 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 簿 に 登 録

を 受 け た 者 を い う 。）  

地 質 調 査 業 者 登 録 規 程 第 ７ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し  

ニ  補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者（ 補 償 コ

ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程（ 昭 和 5 9 年 建 設

省 告 示 第 1 3 4 1 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 登 録 簿 に 登 録 を 受 け た 者 を い う 。）  

補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し  

 ( 4 )  申 請 書 等 の 作 成 に 用 い る 言 語 等  

イ  申 請 書 及 び 財 務 諸 表 は 、 日 本 語 で 作 成

す る こ と 。 な お 、 そ の 他 の 書 類 で 外 国 語

で 記 載 し た も の は 、 日 本 語 の 訳 文 を 付 記

し 、 又 は 添 付 す る こ と 。  

ロ  添 付 書 類 の う ち 金 額 欄 に つ い て は 、 出
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納 官 吏 事 務 規 程 （ 昭 和 2 2 年 大 蔵 省 令 第

9 5 号 ） 第 1 6 条 に 規 定 す る 外 国 貨 幣 換 算

率 に よ り 日 本 国 通 貨 に 換 算 し 、 記 載 す る

こ と 。  

４  競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者  

( 1 )  契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 及 び

破 産 者 で 復 権 を 得 て い な い 者  

( 2 )  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る

者 で そ の 事 実 が あ っ た 後 ２ 年 を 経 過 し て

い な い 者 （ こ れ を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の

使 用 人 と し て 使 用 す る 者 を 含 む 。）  

  イ  契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く

は 製 造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し

く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た 者  

  ロ  公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た 者 又 は 公 正

な 価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る

た め に 連 合 し た 者  

  ハ  落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が

契 約 を 履 行 す る こ と を 妨 げ た 者  

  ニ  監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職

務 の 執 行 を 妨 げ た 者  

  ホ  正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か

っ た 者  

  ヘ  一 般 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書 及 び 添 付

書 類 の 資 格 決 定 に 関 す る 重 要 な 事 項 に つ

い て 虚 偽 の 記 載 を し 、 又 は 重 要 な 事 実 に つ

い て 記 載 を し な か っ た 者  

( 3 )   建 設 工 事 に 係 る 競 争 に つ い て は 、 次 の

各 号 の 一 に 該 当 す る 者  

  イ  建 設 業 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 及 び

同 法 第 2 7 条 の 2 3 第 ２ 項 に 規 定 す る 経 営

事 項 審 査 （ 定 期 の 一 般 競 争 参 加 資 格 の 審

査 の 申 請 に あ っ て は 告 示 （ 平 成 2 0 年 国 土

交 通 省 告 示 第 8 5 号 を い う 。 以 下 同 じ 。）

第 一 の 一 の ２ に 規 定 す る 審 査 基 準 日 が 令
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和 ３ 年 ６ 月 1 5 日 よ り 後 の も の 、 随 時 の 一

般 競 参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 に あ っ て は 告

示 第 一 の 一 の ２ に 規 定 す る 審 査 基 準 日 が

申 請 を す る 日 の １ 年 ７ 月 前 の 日 以 後 の も

の 。） を 受 け て い な い 者  

  ロ  イ に 記 載 す る 審 査 を 受 け て い る 者 の う

ち 、 ３ ⑵ に 掲 げ る 方 法 に よ っ て 申 請 を 行

う 場 合 に お い て 、 建 設 業 法 施 行 規 則 第 2 1

条 の ４ に 規 定 す る 総 合 評 定 値 通 知 を 受 け

て い な い 者  

( 4 )  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 に 係 る 競 争

に つ い て は 、 営 業 に 関 し 法 律 上 必 要 な 資 格

を 有 し な い 者  

５  競 争 参 加 者 の 資 格 及 び そ の 審 査  

( 1 )  建 設 工 事 に つ い て は 、 総 合 評 定 値 通 知 書

の 総 合 評 点 を 付 与 数 値 と す る 。  

( 2 )  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 に つ い て は 、

３ ( 2 ) に 示 す 窓 口 に お い て 閲 覧 に 供 す る 付

与 数 値 表 の 項 目 ご と の 実 数 に 基 づ き 付 与

数 値 を 算 定 し 、 そ の 合 計 点 を も っ て 行 う も

の と す る 。  

( 3 )  競 争 に 参 加 で き る 者 の 資 格 は 、 上 記 ( 1 )

又 は ( 2 ) に よ り 付 与 さ れ た 数 値 を 、 別 記 の

区 分 ( 1 ) に 基 づ い て 格 付 け を す る 。  

６  資 格 審 査 結 果 の 通 知  

「 資 格 審 査 結 果 通 知 書 」 に よ り 通 知 （ 郵

送 ） す る 。  

７  資 格 の 有 効 期 間 及 び 更 新 手 続  

( 1 )  競 争 参 加 資 格 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ５ 年 ４

月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 ま で と す る 。

た だ し 、 随 時 の 申 請 の 場 合 は 、 資 格 を 付 与

さ れ た 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 ま で と す

る 。  

( 2 )  有 効 期 間 の 更 新 手 続  

上 記 ( 1 ) の 有 効 期 間 の 更 新 を 希 望 す る 者



8 

 

は 、 令 和 ６ 年 度 中 に 令 和 ７ ・ ８ 年 度 の 資

格 審 査 の 公 示 を 予 定 し て い る の で 、 当 該

公 示 に 基 づ き 申 請 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

８  競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 の 名 簿 の 公 表  

独 立 行 政 法 人 国 立 印 刷 局 ホ ー ム ペ ー ジ

に よ り 公 表 す る 。  

９  そ の 他  

同 一 業 種 内 で の 経 常 建 設 共 同 企 業 体 の

登 録 申 請 及 び そ の 構 成 員 が 単 体 企 業 と し

て 行 う 登 録 申 請 に つ い て は 、 同 時 登 録 を 認

め な い （ 経 常 建 設 共 同 企 業 体 と し て 登 録 を

希 望 し な い 業 種 に つ い て は 、 各 単 体 企 業 と

し て の 登 録 は 可 能 。）。  

別 記  業 種 別 等 級 区 分 及 び 予 定 価 格 の 範 囲  

〔 掲 載 順 序  業 種 の 区 分  ( 1 ) 付 与 数 値 ： 等 級  

( 2 ) 等 級 ： 予 定 価 格 の 範 囲 〕  

１  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 ）  

( 1 )  1 , 2 5 0 以 上          ： Ａ  

1 , 1 0 0 以 上  1 , 2 5 0 未 満  ： Ｂ  

8 5 0 以 上  1 , 1 0 0 未 満  ： Ｃ  

8 5 0 未 満          ： Ｄ  

( 2 ) Ａ ： 7 2 , 0 0 0 万 円 以 上  

Ｂ ： 3 0 , 0 0 0 万 円 以 上  7 2 , 0 0 0 万 円 未 満  

Ｃ ：  6 , 0 0 0 万 円 以 上  3 0 , 0 0 0 万 円 未 満  

Ｄ ：  6 , 0 0 0 万 円 未 満  

２  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 以 外 の 工 事 ）  

( 1 )  9 0 0 以 上           ： Ａ  

7 0 0 以 上  9 0 0  未 満  ： Ｂ  

7 0 0 未 満           ： Ｃ  

( 2 )  Ａ ： 1 , 5 0 0 万 円 以 上  

Ｂ ：   5 0 0 万 円 以 上   1 , 5 0 0 万 円 未 満  

Ｃ ：  5 0 0 万 円 未 満  

３  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等  

 ( 1 )  1 4 5 以 上          ： Ａ  

      8 5 以 上  1 4 5 未 満  ： Ｂ  
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3 0 以 上   8 5 未 満  ： Ｃ  

( 2 )  Ａ ： 1 , 0 0 0 万 円 以 上  

Ｂ ：   3 5 0 万 円 以 上  1 , 0 0 0 万 円 未 満  

Ｃ ：   3 5 0 万 円 未 満  


